
15 広報すおう大島 平成 26 年 ( 2014 年 )3 月号

お知らせ３月

月
31
日
㈫

　

月
曜
～
金
曜
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

■
申
し
込
み
方
法

　

３
月
24
日
㈪
ま
で
に
履
歴
書
を
郵

送
も
し
く
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
８
０
６

　

周
防
大
島
町
大
字
西
安
下
庄

３
９
２
０
‐
３　

周
防
大
島
町
介
護

保
険
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

■
面
接
日
・
場
所

　

 

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
６

自
衛
官
募
集

◎
自
衛
隊
幹
部
候
補
生

■
応
募
資
格

①
20
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者
（
22
歳

未
満
の
者
は
大
卒
（
見
込
含
））

■
受
付
期
限
　
４
月
25
日
㈮
ま
で

■
試
験
期
日
　

１
次　

５
月
10
日
㈯
・
11
日
㈰

◎
予
備
自
衛
官
補

■
応
募
資
格

①
一
般　

 

18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
者

②
技
能　

18
歳
以
上
で
国
家
免
許
資

格
等
を
有
す
る
者

■
受
付
期
限
　
４
月
２
日
㈬
ま
で

■
試
験
期
日
　
４
月
11
日
㈮
～
15
日

㈫
（
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
市
南
町
3
丁
目
8
番
4
号　

荒
田
ビ
ル
2
階

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

「
表
示
登
記
の
日
」
無
料

登
記
相
談
会

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
で

は
４
月
１
日
の
表
示
登
記
の
日
に

土
地
建
物
の
登
記
に
関
す
る
無
料

相
談
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

４
月
１
日
㈫

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時

■
場
所　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

■
相
談
内
容

・
土
地　

分
筆
、
合
筆
、
地
目
変
更
、

土
地
の
境
界
な
ど

・
建
物　

新
築
、
増
築
な
ど

■
相
談
員　

山
口
県
土
地
家
屋
調

査
士
会
会
員

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
５
９
７
５

法
テ
ラ
ス
設
立
８
周
年
記
念

無
料
法
律
相
談
会

■
日
時　

４
月
18
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
30
分

■
場
所　

山
口
県
弁
護
士
会
岩
国

法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
岩
国
市
錦

見
１
丁
目
10
‐
17
）

■
相
談
内
容
　
借
金
・
離
婚
・
相

続
・
労
働
問
題
等
の
民
事
一
般

■
定
員　

６
名

※
相
談
時
間
お
ひ
と
り
30
分
程
度

■
申
し
込
み
方
法

　

事
前
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

山
口
地
方
事
務
所
（
法
テ
ラ
ス
山

口
）

☎
０
５
０
（
３
３
８
３
）
５
４
９
０

■
受
付
時
間

平
日　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

■
申
し
込
み
期
間

　

４
月
８
日
㈫
～

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

■
問
い
合
わ
せ

　

法
テ
ラ
ス
山
口

☎
０
５
０
（
３
３
８
３
）
５
４
９
０

司
法
書
士
に
よ
る
多
重
債
務

問
題
お
よ
び
相
続
登
記
等
無

料
電
話
相
談
会

■
日
時
　
４
月
５
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ

シ
ン
グ
等
の
多
重
債
務
問
題
や
相

続
登
記
な
ど
の
相
続
問
題
で
お
困

り
の
方
々
に
、
手
続
の
ご
説
明
や

お
近
く
司
法
書
士
事
務
所
の
紹
介

な
ど
、
問
題
解
決
に
向
け
て
の
ご

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

相
談
会
担
当　

石
丸

☎
０
８
３
４
（
３
２
）
９
８
６
１

　加入できる方は、県内の中小企業の勤労者で、契約発効日
の前日に健康な方です。特徴は、月々わずかな掛金で、死亡・
障害・入院・住宅災害等の不測の事態に対してセットで保証し、
さらに、結婚、出産、銀婚、小・中・高校入学祝にも給付します。
　事業所での加入が困難な場合、従業員個人での加入も可能
です。医療等の給付事業だけでは無く全国の宿泊施設利用料
助成（１人 2,000 円）、人間ドック受診助成（1 人 1,000 円
～ 8,000 円）、国家資格試験等受験料助成（1 人 2,000 円～
3,000 円）などの特典もあります。

中小企業にお勤めの皆さん加入しませんか
「ハートピア共済」小さな負担で大きな保障

　なお、事業所が従業員のために共済掛金を負担された場合
は、損金または、必要経費として算入できます。詳しい保障の
内容は、周防大島町勤労福祉共済会にお問い合わせください。

◆問い合わせ　周防大島町勤労福祉共済会　（商工観光課）
☎０８２０（７９）１００３

型式 月掛金（１人）
最高給付金額

（交通事故）死亡
加入年齢

１型 ４５０円 ２４０万円

満１５歳以上満６５歳未満
（4 型は満５０歳未満まで）

２型 ９００円 ４８０万円

３型 １，５００円 ７２０万円

４型 ２，０００円 １，０００万円

高齢者型 ４５０円 １００万円 満６５歳以上満７１歳未満

ファミリー型 ５００円 ２００万円
０歳～満６５歳未満

（子どもは、満２５歳未満）

相
談


